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駅前等再開発特別委員会記録

１．会議日時

平成１７年１２月２０日（火）午前１０時　７分　開会

　　　　　　　　　　　　　　午前１１時３３分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 藤浦雅彦  副委員長 渡辺慎吾  委　　員 木村勝彦

委　　員 柴田繁勝  委　　員 野口　博  委　　員 山本善信

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

助　役　小野吉孝 生活環境部長　前田宜伸

同部次長兼自治振興課長　大場房二郎 同部参事兼環境対策課長　前川　弘

都市整備部長　岩田延弘 同部次長兼都市計画課長　粟屋保英

まちづくり支援課長　土井正治　　　　　　同課参事　山本莊一

１．出席した議会事務局職員

事務局次長　野杁雄三 同局書記　湯原正治

１．案件

　　・吹田操車場跡地利用問題について
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（午前１０時７分　開会）

○藤浦委員長　ただいまから、駅前等再

開発特別委員会を開会します。

　まず、理事者からあいさつを受けます。

　小野助役。

○小野助役　おはようございます。

　本日、定例議会の開会中にもかかわり

ませず、また何かとお忙しい中を駅前等

再開発特別委員会を開催賜りまして、お

礼申し上げます。

　本日、本委員会にご説明申し上げます

内容でございますが、梅田貨物駅の移転

計画に関連いたしまして、基本協定書の

課題整理の状況、そして確認書の課題整

理の内容並びにまちづくり案の概要につ

きまして、ご説明申し上げたく存じてお

ります。よろしくお願い申し上げます。

○藤浦委員長　あいさつが終わりました。

　本日の委員会記録署名委員は、柴田委

員を指名します。

　本日の案件の吹田操車場跡地利用問題

について説明をお願いします。

　都市整備部長。

○岩田都市整備部長　駅前等再開発特別

委員会を開催いただきましてありがとう

ございます。

　本日、本委員会にご説明申し上げます

内容でございますけれども、１点目とい

たしまして、１０月２８日の駅前等再開

発特別委員会にてご説明いたしました基

本協定書の課題整理の内容のうち修正及

び追加となったものについてご説明申し

上げます。

　２点目といたしまして、基本協定書の

締結と同時に摂津市と当時の日本鉄道建

設公団、ＪＲ貨物の３者で締結いたしま

した確認書の課題整理の内容についてご

説明申し上げます。

　３点目といたしまして、現在、吹田市

とともに検討しております、まちづくり

可能用地の将来のまちづくり案の概要に

ついてご説明申し上げます。

　なお、これら３点の詳細につきまして

は、担当の山本よりご説明いたしますの

で、よろしくお願いいたします

○藤浦委員長　山本参事。

○山本まちづくり支援課参事　それでは、

詳しい内容につきましてご説明いたしま

す。

　平成１１年１月２０日に、大阪府、摂

津市、吹田市、日本鉄道建設公団、ＪＲ

貨物の５者によりまして、梅田貨物駅の

吹田操車場跡地への移転計画に関する基

本協定書を締結しましてから、基本協定

書の第３条に記載されております、環境

アセスメントの手続きが平成１１年１２

月２７日から開始されました。

　環境アセスメントにつきましては、こ

れまで、準備書、評価書などの提出を受

け、市民への説明会、図書の縦覧、市民

意見の受理、環境影響評価審査会への諮

問、市長意見書の送付などが行われ、本

年１１月３０日に最終の報告書が提出さ

れ、１２月１５日から縦覧が行われてい

るところでございます。

　それと同時に平成１１年から協定５者

間で基本協定書の諸課題の整理に向けた

協議を続けてまいりましたが、現段階で

一定取りまとめました内容につきまして、

１０月２８日の特別委員会でご説明いた

しました基本協定書の課題整理の内容か

ら、修正及び追加となりました箇所につ

いて、資料１に基づきましてご説明いた

します。

　表の左側には基本協定書の内容を、ま

た右側にはそれぞれの条文におきます、

現在までの課題整理状況等をお示しして

おりまして、修正、追加となりました箇

所は太字で二重下線を引いております。

　まず、修正につきましては、日本貨物
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鉄道株式会社の呼称を前回の日本貨物鉄

道からＪＲ貨物に修正するものでござい

ます。

　次に、追加の１点目でございますが、

４ページの下から２行目、是正措置を求

め、という部分でございます。

　貨物関連自動車の運行経路などに関し

て、ＪＲ貨物と利用運送事業者とが取り

交わそうとする基本協定に関する附帯事

項に設ける罰則規定でございますが、違

反車両に対する罰則だけでなく、利用運

送事業者に対しても是正措置を求めると

の内容を付加するものにしたものでござ

います。

　次に、追加の２点目でございますが、

６ページをお開き願います。

　第４条のまちづくり可能用地に関する

部分でございます。

　はじめに、まちづくり可能用地の面積

に関しての確認を行っております。

　８ページに摂津市域と吹田市域にまた

がります、まちづくり可能用地の図面を

お示ししております。図の凡例にもござ

いますように、大きく４つに区分されて

おりまして、摂津市域につきましては、

②図面の　の部分が鉄道・運輸機構の所有

④地約６万４，９１９平方メートル、　が

ＪＲ貨物の所有地約１万２，３８３平方

⑥メートル、そして　の部分は緩衝緑地帯

として約８，７００平方メートルの合計

約８万６，００２平方メートルとなって

おります。

　測量の結果により、基本協定書の締結

当時より若干面積が広くなっております

が、今後、上り貨物線の配線精査や道水

路等の精査、また、緑地の詳細な設計等

により、若干の変更が生じる場合がござ

いますので、最終的な測量作業の後に確

定させてまいりたいと考えております。

　６ページの２つ目でございますが、こ

ちらは、まちづくりに関する協力と用地

を売却する場合の価格等についての内容

でございます。

　基本協定書には、用地を両市に売却す

る場合は、その時期及び方法等について、

可能な限り両市に協力する。両市に売却

する場合は、近傍類似地価水準を参考と

し、両市が策定するまちづくり計画の実

現に資する価格とする、という内容を記

載しておりますが、今回その内容につい

て、もう少し細かく規定した内容として

おります。

　その内容でございますが、吹田市及び

摂津市は吹田貨物駅の開業までに、まち

づくり可能用地でのまちづくり計画を策

定し、鉄道・運輸機構及びＪＲ貨物は策

定されたまちづくり計画に基づき、まち

づくり可能用地での良好なまちづくり事

業が円滑に推進できるよう協力を行うと

いうものでございまして、１つ目に、土

地区画整理事業による場合は、事業が成

立するよう協力する。２つ目に、両市へ

売却する土地価格は、両市が策定するま

ちづくり計画の実現に資する価格とする。

３つ目に、第三者への土地の分割や譲渡

は、貨物ターミナル駅が開業して１年を

経過するまで許可なく行わない。４つ目

に、その他、まちづくり可能用地におけ

る諸課題についても、必要な協力を行う

とするものでございます。

　次に、資料２につきましてご説明いた

します。

　資料２は、資料１の２ページの左側に

記載しております、基本協定書第１条第

４項の貨物取扱量の実績報告等について、

吹田市、摂津市及びＪＲ貨物の間で締結

する覚書の案でございます。

　この覚書案は、貨物取扱量の実績報告

等をはじめ、協定書に基づく事業着手合

意時に取り交わす具体的な課題の整理、
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調整等を行うことを目的として、吹田貨

物ターミナル調整会議を設けることとし、

その構成員、会議の開催、住民代表の参

加などを規定するものでございます。

　なお、調整会議での案件としまして、

主に貨物取扱量の１００万トン以内、梅

田貨物駅機能の２分の１、中継作業量の

年間４５万トン以内、貨物関連自動車の

１日当たり往復１，０００台以内、貨物

関連自動車の運行経路、大阪貨物ターミ

ナル駅への移転がないこと、貨物関連自

動車の大阪貨物ターミナル駅の西口から

の出入りがないことの遵守などの項目に

ついて実績報告などが行われるものでご

ざいます。

　続きまして、資料の３になりますけど

も、平成１１年１月２０日に、基本協定

書と同時に、摂津市、当時の日本鉄道建

設公団、ＪＲ貨物の３者で締結いたしま

した確認書の課題について、一定取りま

とめました内容につきまして、資料の３

に基づいてご説明させていただきます。

　表の左側には確認書の内容を、また右

側にはそれぞれの条文におきます、現在

までの課題整理状況をお示ししておりま

す。

　１ページ目でございます。

　１項目めは、鉄道・運輸機構及びＪＲ

貨物は、市が計画するＪＲ千里丘駅から

山田川付近に至る北側線路沿いの新設道

路について、その用地確保について基本

協定書第４条に準ずる協力をするものと

するというものでございます。

　これに対する整理としましては、鉄道・

運輸機構及びＪＲ貨物は、市が計画する

北側線路沿いの新設道路の用地を確保す

るとしておりまして、既に貨物線の配線

計画を変更されております。

　さらに、新設道路予定地と鉄道事業用

地は高低差があるため、土留めの擁壁が

必要となりますが、鉄道直近での市によ

る施工は、鉄道による制約が非常に多く

困難でありますので、鉄道・運輸機構に

対し施工を求めております。

　それに対し、鉄道・運輸機構は、千里

丘ガードから坪井ガードまでの新設道路

予定地と鉄道事業用地との境界に擁壁を

整備するための検討を行い、実現に向け

協力を行うとしておりますが、現在、鉄

道・運輸機構による施工を強く申し入れ

ているところでございます。

　また、新設道路予定地にあります、Ｊ

Ｒ貨物の用地について、ＪＲ貨物は市が

道路として使用する場合は協力を行い、

公租公課相当額による使用貸借をさせる

ものとするとしております。

　次に、２項目めは、鉄道・運輸機構は、

まちづくり可能用地並びに前項の用地を

売却するに当たっては、近傍類似地価水

準及び現状の接道条件等を参考としなが

ら、市が策定するまちづくり計画の実現

に資する土地価格により譲渡するものと

する。なお、安威川流域下水道山田幹線

の管路が敷設されている土地については、

それを十分勘案するものとするというも

のでございます。

　これに対する整備としましては、鉄道・

運輸機構及びＪＲ貨物は、まちづくり可

能用地並びに先ほどの１項目めの用地を

売却するに当たっては、梅田貨物駅の吹

田操車場跡地への移転計画に関する基本

協定書第４条に準じた価格とする。なお、

山田幹線が敷設されている土地について

は、まちづくり可能用地の価格を参考に

し、十分勘案した価格とするとしており

ます。

　次に、３項目めは、鉄道・運輸機構及

びＪＲ貨物は、梅田貨物駅移転による吹

田貨物ターミナル等の新設に当たって、

吹田操車場跡地周辺における環境への配
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慮から、摂津市開発協議基準１０％を基

本とした緑地を確保するものとし、貨物

駅構内で不足する場合には、基本協定書

第４条のまちづくり可能用地内で措置す

るものというものでございます。

　これに対する整理としましては、鉄道・

運輸機構及びＪＲ貨物は協定書に基づき、

摂津市開発協議基準の１０％の緑地を確

保し、貨物駅施設の完成に合わせ、緑地

及び管理用道路等を整備する。なお、緩

衝緑地帯用地は市に帰属するとしており

ます。

　緑地に関しましては、１０月２８日に

報告させていただいたものでございまし

て、ＪＲ貨物用地内に幅員２メートルの

緑地、まちづくり可能用地内に幅員４．

５メートルの緑地と幅員３メートルの管

理用道路を整備し、まちづくり可能用地

内の緑地と管理用道路、そして、その用

地を市に帰属するものでございます。

　次に、４項目めは、ＪＲ貨物は基盤整

備工事施工にあたり、必要がある場合は

埋蔵文化財の試掘調査を実施し、その調

査結果を市に報告するものとするという

ものでございます。

　これに対する整理としましては、鉄道・

運輸機構は、基盤整備工事施工にあたり、

埋蔵文化財について、所定の手続きを行

うとともに、大阪府教育委員会等の関係

機関と十分協議を行い、その指導に従っ

て、事前に必要な調査や工法の工夫を行

うなど、適切に対応し、事業の実施が埋

蔵文化財に対して極力影響を及ぼさない

よう十分配慮するとしております。

　次に、２ページ目でございます。

　５項目めは、ＪＲ貨物は、大阪貨物ター

ミナル駅について、過去に締結した覚書

を遵守し、早急に改善策を講じるととも

に、年間貨物取扱実績について、市に報

告するものとするというものでございま

す。

　これに対する整理としましては、ＪＲ

貨物は、大阪貨物ターミナル駅について、

過去に締結した覚書を遵守する。また、

年間貨物取扱実績は、市及び吹田貨物ター

ミナル調整会議に報告するとしておりま

す。

　覚書の遵守につきましては、１１月１

日から、西口からの貨物関連自動車の出

入りを禁止しておりまして、既に出入り

がない状態となっております。

　また、１１月１５日には覚書の変更の

覚書を締結し、やむを得ない場合の内容

について整理を行ったところでございま

す。

　次に、６項目めは、鉄道・運輸機構は、

まちづくり可能用地内の西日本旅客鉄道

株式会社用地については、基本協定書第

４条に準ずる協力が得られるよう調整す

るものとするというものでございます。

　これに対する整理としましては、鉄道・

運輸機構は、まちづくり可能用地内のＪ

Ｒ西日本用地について、基本協定書第４

条に準ずる協力が得られるよう調整する

というものでございます。

　最後に、７項目めは、鉄道・運輸機構

及びＪＲ貨物は、移転する貨物駅の詳細

な施設計画案が確定した段階で、排水設

備計画について協議するものとするとい

うものでございます。

　これに対する整理としましては、摂津

市域の排水計画は、一部の雨水を境川、

山田川、正雀川に排水し、河川へ排水す

る以外は既設水路を利用し、公共下水道

へ接続し処理するとしておりまして、河

川への排水については大阪府との協議が

完了しており、既設水路への接続につき

ましても、市と協議が整っております。

　以上が、これまで課題とされてきまし

た、基本協定書と確認書の内容の整理に
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つきましてのご報告でございます。

　現時点で、着工合意までに整理が必要

な課題としまして、１点目は、百済への

梅田貨物駅機能の２分の１の移転につい

て、どのように確認していくか。２点目

としまして、北側道路の擁壁設置を鉄道・

運輸機構が行うことの確約、その２点が

残っている状況でございます。

　最後に、まちづくり案の概要について

ご説明いたします。まちづくりにつきま

しては、貨物駅施設の５年間の工事完了

後の着手となることを前提に、整備手法

も合わせて検討しているものでございま

す。

　資料４でご説明いたします。

　この資料は本年度実施の吹田操車場跡

地利用検討業務で、吹田市とともに作成

しております、まちづくり案の概要につ

いてお示ししているものでございます。

　まず、１枚目でございますが、土地利

用のゾーニング案としまして、駅からの

ポテンシャルを勘案し、吹田市域におき

ましては、図面の左側、ＪＲ吹田駅に近

い地域から順に、緑のふれあい交流創生

拠点、医療健康創生拠点、そしてＪＲ岸

辺駅の直近に、教育文化創生拠点を考え

ておられます。摂津市域につきましては、

平成１０年、１１年で策定しました、基

Ⅱ本構想　を基本としまして、都市型居住

ゾーンとしての位置づけを考えておりま

す。

　次に、２枚目でございますが、導入施

設の考え方としましては、摂津市の都市

型居住ゾーンでは、駅近接の利便性を活

かした都市型居住施設や地域を対象とし

た生活支援施設の導入、また、周辺の市

街地からの避難地としても利用できる、

市民の憩いと安らぎの場となる公園整備

などをイメージしております。

　最後に、３枚目でございますが、基盤

施設につきましては、一体的なまちづく

りを考える上で、両市をつなぐ道路が必

要と考えておりまして、まちづくり可能

用地の北側に幅員１４メートルの東西道

路の整備を検討しております。

　この道路は、周辺の市街地の緊急避難

路としても使用できるものと考えており

ます。

　まちづくりの区域内におきましては、

土地利用に応じた区画道路の整備を検討

しております。

　以上が、現時点でのまちづくりの案で

ございます。

○藤浦委員長　説明が終わりました。

　この際、質問がありましたらお伺いい

たします。

　山本善信委員。

○山本善信委員　先ほどの説明の中で、

大体はわかったわけですけども。例の百

済への２分の１の件ですね、これは機構

なり、ＪＲの関係の方からの報告で、地

元に対するいろいろな考え方等について、

報告を受けるだけでなしに、本市独自、

またあるいは吹田市と一緒になって２分

の１がちゃんと保証されるように、担保

されるように調査をしてはどうかという

ことは、この前の委員会でも申し上げた

と思うのですが、その点について現在ど

ういう方向で動いておられるのか、その

辺だけお聞かせいただきたいと思います。

○藤浦委員長　山本参事。

○山本まちづくり支援課参事　百済の地

元の状況でございますけども、今現在５

者で会議を何度も行っております。その

中で地元に対してどういう形で確認して

いくかということを議題として上げて検

討しております。やはり直接地元さんに

行きまして、どうですかと。賛成されて

いますかとか、そういうふうな質問とい

うのは、ちょっと余りにも直接聞きまし
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てもストレートには答えが返ってこない

だろうということで、そういう確認の方

法ではなくて、地元さん、あるいは大阪

市、それから、関係の鉄道・運輸機構と

かＪＲ貨物交えて何度もまだ協議を続け

ておられますけども、その状況の内容に

つきましては、大阪府、吹田市、摂津市

の中のどこかということで、例えば大阪

府なり、あるいは吹田市なり、代表者が

大阪市に現在の状況はどうですかという

ことをお聞きしたりということはしてお

ります。

　内容につきましては、これも大阪市か

ら聞いたという話になりますけども、一

応地元さんの方からは、前回もご報告さ

せていただきましたけども、要望書とい

う形があって、現在、地元さんから受け

入れに当たっての要求という内容が出て

きておりますので、賛成、反対というはっ

きりとした形ではないですけども。地元

さんとしては、もう既にこういう要望を

聞いていってくださいねというようなと

ころまで来ていると聞いておりますので、

あと、百済で２分の１、必ずそのスペー

スなり確保して事業を行っていくという

ところの確認を最終どのような形でとる

かというのは、まだ協議中というところ

でございます。

○藤浦委員長　山本善信委員。

○山本善信委員　それでは、今の進めて

おられる方向でいいと思うのですが、一

応こちらの方の、それを確認するめどと

して、どういうふうな考え方を持ってお

られるのか。大体いつごろをめどにそう

いうことを確認できた上で、基本協定に

基づいて事を前へ進めるという話になる

と思うのですけれども、その辺のめどだ

けを聞かせていただけますか。

○藤浦委員長　山本参事。

○山本まちづくり支援課参事　着工合意

する段階になりますと、恐らく文書の交

換という形になると思います。協定書と

いう形になるだろうとは思っているので

すけども。その協定書の中で、百済には

２分の１行きますというような内容を記

そうかなということを今検討している段

階です。その協定書の文案というのは、

今検討している段階ですので、いつごろ

と言われましても、それがこういう形で

まとまったという時期になると、はっき

りした言いようがないのですけども。文

章の案ができた時点までには、やはり百

済での２分の１というのは一応は確約と

いいますか、どう表現したらいいかちょっ

と難しいのですが、その時点までにはま

とめていきたいと考えております。

○藤浦委員長　山本善信委員。

○山本善信委員　まとめとして、その逆

の話として、この２分の１がきちっとし

た保証の合意ができない限り、前へ進め

ないということに解釈していいんでしょ

うか。逆に、改めて進めるときには必ず、

このことについての合意はきちっと担保

できるようにするということと裏腹な話

なんですが、その辺についてもう一度確

認しておきたいと思います。

○藤浦委員長　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　百済につき

ましては、現在、担保の方法についてい

ろいろやっておるわけなんですけども、

一番明確な形といいますのは、吹田、摂

津の方は協定書という形の中で文書交換

というのがございます。ただ、百済の方

には新たな施設じゃないという形で、申

しますと地元とそういう同意形成をする

ような手続きというのはない状況でござ

います。

　そういう面で地元と本来大阪市を含め

まして、文書を交わされるというような

形が一番いいんですけども、なかなかそ
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れができない。その中でどういうふうな

形で現状の中で判断していくかというの

をいろいろやっているのですけども、こ

れといった担保がないというのが今の状

況でございます。

　地元との状況はいろいろ聞いて、ほぼ

地元とも先ほど山本が申しましたように、

おおむねやむなしという形の中で、要望

書というのが出されているような状況で

ございます。我々としましては、この２

分の１を何で確認するかというのは非常

に難しいのですけれども、状況的にはほ

ぼ地元に行っているのであろうと。それ

と鉄道機構の方からは地元に対しまして

平成１８年４月からは工事を着手すると

いうような形の話も本年９月に既に話を

されているような状況にありまして、そ

の上で要望書が出ているような状況でご

ざいます。これらも１つの判断の材料に

したいと。

　それともう一つ、担保にしていきたい

というのは、例えば確認書の中に、百済

と特になぜ百済の２分の１が問題になっ

ているかといいますと、逆にその百済が

反対されて、吹田に１００％来るのじゃ

ないかという心配事が一番大きな問題だ

と思っておりますので、今、現在これちょっ

とまだわからないのですけれども、現状

の確認の方法と並行しまして、今回、着

工合意のときに交わします協定書の中に、

例えば百済と吹田が同時開業だというよ

うな表現がもしなされれば、若干、百済

と吹田の着手度合いが違いましても、開

業時には両方ができていないと吹田が開

業できないという担保にもなるのかなと

いうことも含めまして、今現在、話をし

ているところでございます。

　よって、もう少し協議が必要だと思っ

ておりますけれども、吹操に関しまして

の課題が、擁壁と、この２点におおむね

絞られてきたのかなと思っておりますの

で、できるだけ早いうちに、この辺確認

をしてまいりたいと考えております。

○藤浦委員長　ほかにどなたかございま

せんでしょうか。

　野口委員。

○野口委員　最初に、今の２分の１問題

に関連してですけども、資料をお渡しし

ておりますけども。向こうの地域の取り

組み状況と大阪市の環境アセスに対する

対応の違いの中で、いろいろと正確に情

報をきちっと受けとめていただいて参考

にしていただきたいということで、ちょっ

と質問したいと思うのですけども。おっ

しゃっている大阪市の環境アセスの基準

が移転に際して鉄道の新しい増設がない

とか、延伸する場合に一定の基準がある

のですけども、それ以下だということで、

この吹田のアセスメント条例のように、

条例に従ってアセスへの取り組みは支障

がないと出発でありますから、そういう

中で地元としては、実際、直近の交差点

で貨物トラックが３倍に増えるというこ

とと、うちもそうでありますけども、子

どもさんのぜんそくの所見率がどんどん

増えておると、４年前に比べれば近くの

今川小学校では５．２倍に増えていると

いうことも含めて、この前に答弁があっ

たような、国としても排出の問題と、こ

の健康の関係について調査をされていく

という話でありましたけれども、そうい

う中で地元としては大阪市に対して、１

万８９筆の白紙撤回を求める要望書も提

出をされています。そういう中で、昨日、

大阪府の地方都市計画審議会では北ヤー

ドの中身について論議がされておる状況

もありますけども。そういう大阪市のア

セスにかからないという前提条件で答弁

があったような移転前提で事を進めてい

く立場で地元説明が行われてきていると
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いう状況だと思うのです。しかし、現状

はそういうことでありますから、こっち

は吹田のアセスメント条例に従ってやっ

てきていると。向こうはそういう規制が

ありませんから、そういう中で地元の意

見があれば環境対策だとか、事業開始だ

とかやりますという立場で来ていますの

で、それできちっと受けとめていただい

て対応をお願いしたいということをまず

最初に申し上げておきたいと思います。

　２つ目は、売却の問題です。

　先ほどの説明では、基本協定書の６ペー

ジの説明の中にありますけども、売却の

価格について両市が策定するまちづくり

計画の実現に資する土地価格とするとい

うことで、基本的考えを述べられている

のですけども。吹田の特別委員会では、

１平米５万円という数字が出たりして、

具体的な数字が飛び交っているというこ

ともあるわけです。

　このわかるようなわからないような前

提の言葉でありますけども、わかりやす

くもう少し、どういう内容なのか、ちょっ

と吹田からそういう数字出ています関係

もありますので、ちょっと突っ込んでお

話をいただけないかということです。

　今回の説明とは関係ないんですけども、

先ほど大阪貨物ターミナルの件がありま

したけども、１０月２８日の覚書の変更

箇所についての説明がありましたけども、

１１月１日から今日まで、西口の出入り

について、実際どういう形で確認された

のかと。先ほど、ないとおっしゃってい

ますけども、その辺をどういうふうに確

認したのかというのをちょっとお答えを

いただきたいと思います。

　説明された中で、いろいろ細かくなり

ますけども、ちょっと確認の意味で教え

てほしいんですが、資料４のまちづくり

可能用地についての説明がありまして、

例えば摂津市のまちづくり可能用地につ

いて、いわゆる用地内での基盤整備だと

か、いろんな作業に入るのが、先ほどの

説明では、移転完成後５年後からという

話でありましたけども、その辺詳しく説

明していただきたいのと、確認書の中で、

３項、機構側ないし、ＪＲ貨物側のやる

べき内容として、緑地及び管理用道路に

ついて２メートル、４．５メートル、３

メートルという数字が言われましたけど

も、それが資料４の基盤施設についての

Ａ３の中で、どこを示すのか。右上の方

に東西道路の標準断面入っていますけど

も、ここは６メートルの幹線道路ついて、

両側に３．５メートルの歩道をつけると

いうことはわかりますけども。南側のＪ

Ｒ貨物用地のところにも、緑の遊歩道だ

とかいろいろありますけども。確認書の

３項の２メートル、４．５メートルとか

３メートルと、ＪＲ貨物側と機構側に設

置をして、工事をして摂津市の方に帰属

をするという項目になっていますけども。

それ図面上、どの位置になるのか、確認

をしておきたいと思います。

　それと、資料２の覚書でありますが、

先ほど説明では、調整会議の構成に３者

の代表プラス住民代表とおっしゃってい

ましたけども、これは調整会議の構成の

中に、住民代表と言える、受けとめられ

る文書がないわけですけども、それはど

うなのかちょっと合わせて、以上です。

○藤浦委員長　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　そうしまし

たら、まず価格についてご説明させてい

ただきます。吹田市の特別委員会で５万

Ⅱ円というのは、前回の構想　、１０年、

１１年でやったときに仮定しました金額

Ⅱというふうに考えております。構想　を

仮定しましたときに５万円であの用地を

すべて買って、まちづくりの基盤整備な
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いし接続道路等の整備をして、その場合、

たしか１９万円ぐらいでしたか、ちょっ

と金額はっきり覚えていないんですけど

も、それで売却できれば、そういう周辺

整備も含めた基盤整備ができると。その

場合の金額が５万円というふうに当時出

ていたと思います。これは、機構から正

式に出た金額ではなくて、どちらかと言

いますと、まちづくりから逆算して出し

てきたというような金額で、今のところ

機構から正式に金額について提示をされ

ているような状況ではございません。

　次に、大阪貨物ターミナルの出入りの

状況の確認についてございますけれども、

１１月１日から全面禁止しております。

　これにつきましては、１１月１日、１

８日、２５日、この３日間につきまして、

貨物の方より現在、防犯用という形の中

でビデオカメラを設置されております。

そのテープの提出を受けまして、市の方

でも状況の確認をしております。

　現状としましては、１１月１日に、始

まった日なんですけれども、１台だけト

ラックの出入りがあって、あとの１８日、

２５日につきましては現状確認しており

ますけれども、トラックの出入りという

のはございません。

　今後とも状況確認はある一定の期間を

置いて市の方でやっていかなければなら

ないと考えております。

　基盤整備の作業、まちづくり可能用地

が具体的にいつからできるかというお話

ですけれども、一応着工合意後、貨物と

しては最低５年間の期間がかかると聞い

ております。最終的に現在、一番北側を

走っております貨物線が動くのが最終や

というふうに聞いておりますので、それ

が終わった段階でまちづくりができるの

かなというふうに考えております。

　この辺につきましては、具体的にその

時期が実際いつになるのかというのはわ

かりませんけれども、一番北側の線路が

動かないと中のまちづくりというのはな

かなか着手していけないのかなと考えて

おります。

　それと緑道ですけれども、資料４の３

枚目に基盤整備の道路図等を示しており

ますけれども、このまちづくり可能用地

の図面で言う一番下ですね、濃い緑の線

で示しておりますところが緑道という形

になります。摂津、吹田が連続して、こ

ういう緑道で結ばれるという形になりま

す。

　幅は貨物の用地の中で２メートルの緑

地を確保されます。本来、貨物用地の中

ですべての緑地を確保するというのが本

来なんですけれども、面積の関係もあり

まして貨物用地内では幅２メートル、そ

れとまちづくり可能用地側で、平均で４．

５メートルの緑地が整備されます。それ

に隣接しまして、３メートルの管理用道

路が整備されることになります。

　吹田と摂津とは緑地の考え方が違いま

して、若干幅員には差がございますけれ

ども、位置的にはこの部分に連続した緑

地が整備されるものというふうになりま

す。

　最後、覚書なんですけれども、資料２

の覚書の中の第４項、会議の開催という

ところの一番下のなお書きなんですけれ

ども、甲及び乙は必要に応じて住民代表

者各２名以内で会議に出席することがで

きると。これが一般市民の参加を提起し

たものと考えております。

○藤浦委員長　野口委員。

○野口委員　最初の覚書の件ですけども、

会議の開催の欄にも載っけているという

話であります。きちんとする意味では、

構成員という欄に位置づけてやるべきだ

と思うんですけども。なぜ会議の開催と
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いう欄に、出席させることができるとい

うことで、調整会議の構成員の判断で、

その辺の判断ができるという格好になり

ますわね。だから、きちっと情報公開も

そういうメンバーを入れていただいて、

きちんと対応する立場で対応すべきだと

思いますけども、なぜこうなったのか。

　本来ならばきちっとする意味では、構

成員という位置づけに入れるべきだと思

いますけども。

　それと、今、その３者で考えている住

民代表というのがどういうものをイメー

ジしているのか、合わせてお答えいただ

きたいと思います。

　大阪貨物ターミナルの西口の出入り問

題ですけども、向こうが設置したビデオ

の確認をされたという話ですけども、過

去からいろいろ経過もありますから、信

用する、しないの問題もありますけども、

やっぱり向こうから提供いただいたビデ

オの確認ではなくて、市の職員が定期的

に当面はあそこに立たれて、主導的に確

認するということが大事ではありません

か。

　五十数年からずっと来ているわけで、

ようやく交差点改良がされていない中で

も、貨物駅移転問題があるから、１１月

１日からそういう対応をなされたという

経過もありますので、そういう点では、

市の対応としても自前できちっと確認を

するということが大事だと思いますけど

も。部長、どうですか、その辺は。笑っ

ておられますけども。

　それと、いろいろ摂津市ではいろんな

大型開発が控えておりますけども、その

関係、ちょっと財政問題の絡みで大枠を

お聞かせいただきたいと思うのですが。

　先ほど、まちづくり可能用地について

いろいろなことが発生するのが、移転さ

れた後、北側の線路が開業するというこ

とから出発をするということで準備が始

まると思いますけども。今、平成１７年

度であります。確かに百済の方でも来年

４月から百済の改修工事も５年計画で地

元説明されておりますけども、５年先で

見たら平成２３年になります。この貨物

駅のまちづくり可能用地の問題について、

当面、いろいろ先ほど説明がありました

けども、財政的に売却の関係もあります

けども、この数年間の間にどういう財政

面で支出が生じてくるのかという問題と、

完成後にまちづくり可能用地の工事に入

ると、また内容についても今後どう活用

するか、この基本のスタンスに基づいて

動いていくと思いますけども。当面の財

政的な資質がどういうふうに絡んでくる

のかと大枠で結構ですけども、ちょっと

教えていただきたいと思います。

○藤浦委員長　山本参事。

○山本まちづくり支援課参事　覚書の住

民の参加の件でございます。

　当初から住民の方、入っていただいて

運営していったらどうだということで、

当初は検討しておりました。ただ、その

会議の中で行政間のみでしか調整できな

いような内容が出てきた場合に、住民さ

んに出てきていただいてというのはどう

かというのもありましたので、今の時点

では、一応住民の方に対しましては、市

の方から参加を願った場合には出席して

いただくという形をとっております。

　ただ、覚書の第７条の方で、この覚書

に定めるもののほか、調整会議の運営に

必要な事項については、甲、乙、丙の協

議により別に定めるとしております。

　また運営に関しましては、このような

事項について今後詰めてまいりたいとは

思っております。

　それから、まちづくりの財政に関する

件でございますけども、土地をいくらで
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購入するかという話とつながってはきま

すけども、当然、市としては財政負担を

極力抑えていく方向でまちづくりを考え

Ⅱていきます。前回、構想　で検討しまし

た内容につきましては、ちょっと実現は

難しいなということでしたので、実際に

必要な道路はどれだけかということで、

今回、東西道路とあとまちづくり区域内

の区画道路ぐらいにとどめるとかしてお

ります。

　理想としましては、区画整理事業なん

かでまちづくりを行って、その保留地の

処分によって市の支出された分に対して

の売却益による戻りがあるとか、そうい

うような形で、極力財政的には負担をか

けない方向で、今後、５年、６年の間に

検討していく必要があると考えておりま

すので、どの時点でというと恐らく着工

してから５年後ぐらいには、もし購入す

るとなれば、その時期になるんだろうと

思いますけども、その時点でどのぐらい

の負担になるかというのは今の時点では

まだはっきりわからない状況でございま

す。

○藤浦委員長　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　大阪貨物ター

ミナルの現状確認の件でございますけれ

ども、以前の本委員会で、当初は貨物の

方より報告があった数字を受けて、我々

は確認しておったというところでござい

ます。その中で、現状確認はどうなって

いるのだというおしかりもいただきまし

て、実際、我々の手で朝６時から晩７時

ごろまで、１日あそこで交通量調査した

経緯もございます。

　そのときには、ビデオカメラ等はござ

いませんでした。その後、ビデオカメラ

を設置されて、我々がそこに行くのが本

来かもわかりませんけれども、ビデオカ

メラの内容まで疑い出したらきりはない

かなと思うんですけど、一応数字的な報

告は受けておりますし、またビデオの確

認も市の方でいたしております。現状見

たときには、今現在、カラーコーンで現

場が閉じられているような状況の確認も

行っておりますので、本来すべきかとは

思いますけども、しばらくは今の現状で

の確認を続けてまいりたいと考えており

ます。

　それと、先ほど調整会議の２名の代表

はどのような形で考えているのかという

ところが抜けておったと思うんですけど

も。２名になりますので、公募というの

もなかなか難しいと思っていますので、

やはり地域の何らかの代表者というふう

な形を考えていきたいと、今現在は思っ

ております。

○藤浦委員長　野口委員。

○野口委員　貨物駅の移転全体の動きと

しては、着工合意直前ということで吹田

の動きも含めてそういう感じはしますけ

ども、そういう中で摂津としてはいろん

な開発がどんどん数年後に入ってくるわ

けで、それと現状と比べた場合に、一定

それがわかるような内容に基づいて判断

ができれば僕らもいいと思っていますし、

ただ単に貨物駅は貨物駅だと、開発は開

発だということで、別々に言われたらな

かなか僕らは判断ができないということ

もありますので、そういう角度から質問

させてもらっているわけですけども。

　この覚書の件でありますけども、７項

目で今後詰めていくとおっしゃっている

のだけども、なかなか公の団体の覚書で

あり、協定書を結んでいきますけども、

それがきちっと履行されるかという点に

ついてはなかなかしんどい部分もあるわ

けです。

　最初に百済駅の状況を申し上げました。

あそこは大阪市のそういうアセスの関係
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で、ただ要望書を受けて話し合いを進め

て、粛々と進めていくということで対応

できるわけで、この間、摂津に関係する

問題では、このターミナルの関係がいろ

いろありましたし、覚書の３者は吹田市

長、摂津市長、ＪＲ貨物ということにな

りますので、そういう３者の中で、必要

に応じて住民代表の出席を求めるとか、

そういう判断がきちんと可能かどうかと

いう問題も僕はあると思っています。そ

ういう意味では、この調整会議の前提と

して、もう少し詳しく構成員としては住

民代表もちゃんと位置づけて入れた上で、

個々の問題について対応するという、こ

れは順番逆だと思うんです。

　そういう点で、ちょっと今後、さらに

もんでいただいて、そういう意見も含め

て調整をお願いしたいと。再度検討をお

願いしたいということで申し上げておき

ます。

　市として、まちづくり可能用地の取り

組みですけども、５年後ぐらいから動け

るようにということになるわけですけど

も、一応説明がありましたけども、大体、

都市型居住ゾーンということで、３点に

集約されて説明がありましたけども、以

Ⅰ Ⅱ前、構想　、構想　でいろいろ出された

わけですけども、吹田の方はいろいろ具

体的に先ほど説明があったような形で、

９０億円のインフラの費用を使って、こ

ういうことで進めていきますよと、阪口

市長自身がいろいろインタビューに答え

て、北大阪の拠点施設として、こういう

内容で進めていきたいということも、マ

スコミで公にされるとか、いろいろな北

大阪を視点に見た中でのこの地域の開発

の方向づけも言うている部分もあるので

すけども、もう少し市としてどういう方

向で見ているのか、もう少し詳しくご説

明いただければと思います。

○藤浦委員長　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　まちづくり

についてですけども、確かに吹田は結構

まちづくり進んだ考え方を持たれて、今

現在進まれております。摂津市の方もこ

この地域の現状が北側が工場、南側が阪

急の車庫というような本当に市域の端と

いうような位置になっております。吹田

と一体的なまちづくりという中で、吹田

の考えておられる、そういう拠点の構想

も受けながら摂津市域もいろいろな導入

施設も考えられるとは思うのですけれど

も、今の財政事情を見る中で、我々が今、

考えておりますのはやはり吹田と一体的

なまちづくりをやる中で、基盤整備は整

合させて整備していきたいというふうな

形を１つ考えております。

　それと、またこの地域、ちょっと防災

性、特に道路、消防困難区域があるとい

うような区域であると。それと避難地と

いう公園も少ない区域であると。この公

園につきましても、じゃあ市が全部買っ

て公園にできるかというところになりま

すと、また財政の方とも非常に絡んでく

る問題となりますので、その辺も見きわ

めながら、この黄色で都市型居住ゾーン

というふうに書いておる中で、そういう

避難地的な公園整備も一部考えていきた

いと。

　それと、市が施設導入をするのではな

くって、民間の活力というか、民間のま

ちづくりの力を使ったまちづくりをここ

では考えていきたいと。そのための基盤

整備を市の方で考えていきたいと。まち

づくりについては現在はこのように考え

ております。

○藤浦委員長　野口委員。

○野口委員　そうしますと、基盤整備に

かかわる、概算で結構ですから、資料４

のここに示されている東西道路の部分で
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すね、まちづくり可能用地で一定最低限

度の基盤整備もあるかもわかりませんけ

れども、その５年間の間で生じる費用と

いう点で、この基盤整備の概算、どう見

ているのかというのを１つと。

　先ほど忘れましたけども、この貨物ター

ミナル西口問題でしつこく言うのは、わ

ざわざこういう基本協定という大きな中

に、貨物駅の取り扱い、貨物取扱量とい

うところで、梅田貨物駅の荷物と、貨物

ターミナルに移転後、その荷物が入るか、

入らないかという問題についても、わざ

わざ文書で結ばなければならないという、

こういう状態は僕は異常だと思っていま

すけども、そういうことも文書で書かな

ければならないという点からして、自前

でそのお互いに紳士協定した中身につい

て、この間、履行されていないかったわ

けですから、自前でチェックしていただ

きたいという趣旨で言っていますので、

この間の経過の中で１１月１日に出発し

ていますから、そう簡単には破らないと

思いますけども、はっきり言って。しか

し、その辺はご判断いただいて、自前で

確認をするということは、ある時期、適

当な時期に進めていただきたいという趣

旨ですので、よろしく。

○藤浦委員長　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　基盤整備の

概算についてですけども、現在、今委託

をかけて計算をさせておるところで、今

現在、概算費用については今手元に資料

がございません。考え方としましては、

基盤整備につきましては、今は区画整理

事業を考えておりますので、区画整理事

業の保留地処分金をもって基盤整備をす

ると考えております。ただ、そこに補助

金が入りますと、補助率という形で市の

方の負担は出てくるかなと思います。ま

ず、市の方で財政的な負担がかかるのは

用地をすべて買うのか、一部買うのかと

いう問題がありますけど、まず用地費が

出てきます。その後、区画整理事業とい

う形になりますけども、区画整理事業そ

のものは保留地処分金をもって事業を採

算を合わせていくという形ですので、も

し補助金が入らないのであれば、保留地

の処分金をもって事業費は賄えるもので

あると考えております。

○藤浦委員長　野口委員。

○野口委員　そうしますと、この資料４

の基盤施設についての中で、ここに書い

ている東西道路など、ここに書いている

部分もいろいろなパターンがありますけ

ども、区画整理の中で、これも検討する

ということなのか、それを除いた分につ

いていろいろなパターンを考えて発注し

ているということなのか、それわかるよ

うに説明してくれませんか。

○藤浦委員長　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　現在考えて

おります基盤整備といいますのは、ここ

で言います東西道路、これは考えており

ます。ただ、区画整理をしますのは、今、

考えておりますのはあくまで吹田操車場

の跡地になりますので、この図で示して

おります坪井ガードからＪＲ千里丘駅ま

での道路整備というのは、若干区域外に

なってくるだろうと。またクリーンセン

ターの横、現在７８号線の部分もあるん

ですけども、それを４４号線とあそこは

歩道はございませんけれども、４４号線

については一定今回、工事用道路の通行

に対して歩道整備をしていくという考え

方を持っておりますので、それをつなぐ

というような地区外施工というのは若干

出てきますけれども、今の区画整理とし

て考えておりますのは、あくまで吹田操

車場跡地の中で道路としましては、東西

道路と区画道路、ちょっとオレンジで書
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いておりますけども、この道路整備を考

えております。

○藤浦委員長　野口委員。

○野口委員　最後に、今出た７８号線の

問題です。この前現地を調査しましたら、

ガード拡幅の関連工事車両が、１０トン

以下の場合は、昔６５号線ですけども、

７８号線を通っているという実態が明ら

かになりましたので、その内容は担当部

長に一応言っておるとは思いますけども、

きちっとその周辺に住宅があるわけです

から、少なくともクリーンセンターの中

をそれも通っていただいて、７８号線は

通らないという対応は必要でありますか

ら、そういう対応をしていただくように

お願いして終わります。

○藤浦委員長　ほかにありませんか。

　木村委員。

○木村委員　２、３日前の新聞報道を見

ますと、詳しくは読んでおりませんけど

も。アセスの最終報告も終わって、縦覧

も終わって、吹田市長は一定、ＪＲ貨物

の方に申し入れをして、基本合意直前と

いう印象を私は受けたのですけど。先ほ

ど来、議論されておりますように、百済

の問題はほぼ地元の住民の合意に達して

いるようなお答えもあったのですけども。

まだなお問題がくすぶっている部分があ

りますし、とりわけ百済については近隣

に学校施設等もあって、なかなか周辺住

民の合意は得にくいという裏側には問題

があります。そういう点では、そういう

受け入れ先が決まらない前に、どんどん

とそういう着工合意目前というふうな雰

囲気が出てくることに対して、大変危惧

をしておりますし、そういう点では、吹

田は吹田なりの考えがあろうかと思うの

ですけども。やはり摂津は摂津なりの一

定の考えを持っているべきだと思います

し、先ほど答弁にもありましたように、

吹田と摂津とは一体的にやっていくのだ

という、これは当初からそういうことで

進んできたと思うんですけども、その辺

では吹田と摂津の温度差があるなという

感じがします。そういう点で、これ摂津

市が吹操の跡地が動いてまいりますと、

やはりできるだけさっき答弁がありまし

たように、区画整理手法で市の財政負担

を抑えていくということではありますけ

れども、全く市の財政負担が生じてこな

いということには、私はなっていかない

と思うのです。そういう点では、南千里

丘の開発の問題でもそうですけども、や

はり最後に問題になってくるのは、ダイ

ヘンとの土地価格の問題が出てまいりま

すし、そういう点で、区画整理手法でやっ

て保留地処分の金で賄っていくというこ

とだけでは、私は少ないと思います。

　そういう点で、民間に南千里丘と同じ

ようにやっていってもらうという形は、

私はそれでいいとは思うんです、それと

て南千里丘の場合でも、直近支出は限り

なくゼロに近いということではあります

けれども、やはり新駅の設置については、

３分の１は市が負担していかないとなら

ないという状況がありますし、必ず市の

財政負担が出てまいります。今の摂津市

の財政状況の中で、着工合意がいつにな

るのか、その辺では時期がまだまだ不透

明ですし、仮に着工合意される段階、大

きな土地価格の問題、先ほど吹田市の例

を出されて５万円という話がありました

けれども、果たして５万円であれば摂津

市として、そういうことが前へ進めてい

けるのか。あるいはもっと低く１万円で

あったら、摂津市として何とかそのこと

についてはやっていけるという判断があ

るのか、その辺のことについては、大変

微妙な問題があるのですけれども、これ

は駅前等再開発特別委員会ですから、関
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連して質問をさせてもらうことを一緒に

やりたいんですが、南千里丘も晩秋とい

う形が遅れてきて、年末という形に今、

進みつつありますし、そういう点で２つ

の大きなプロジェクトを抱える中で、ま

た千里丘の西の再開発の問題があります

し、いろいろと水面下で動きもあるよう

ですし、そういう点で、トータルとして

大きなプロジェクト３つについて、市と

してやはりどういう形でやっていけるの

かということについての今の時点での市

の考え方、この辺は助役にぜひ一遍お答

えいただいて、我々が今の市の財政状況

で、市として何をやるのかということに

ついての一定の考えを示してもらわない

と、我々としても判断しにくい面があり

ますので、その辺は一遍、助役の方から

答弁願いたいと思います。

○藤浦委員長　小野助役。

○小野助役　まさしく今後の財政運営い

かんによるというふうに考えておりまし

て、基本的には平成１７年８月に歳入の

７つの条件、歳出の７つの条件の中で、

平成２１年度末までの形としては黒字決

算を行うと。基金についても主要基金で

８億程度は残していきたいと。これは前

提条件をつけた上での形でございます。

　それで、今後の財政につきまして、平

成１６年、１７年、１８年が公債費のピー

クと申し上げてまいりました。これが１

年ベースで約５２億円程度だったと思い

ます。平成２３年、２４年に大体３０億

程度になるのではないかというように思っ

ております。このすき間の形で今後のま

ちづくりというのは基本的な視点でござ

います。

　もう一つは、今後の経済成長率を１．

６％というのが出てまいりましたが、こ

れの状況によっては、税収の増というこ

とも出てまいりますし、ただ不安定要素

としては、三位一体改革の問題もありま

すから、この辺のことは今後の課題とし

て、基本的にはそういう形で思っていま

すが、もう一つの形は、ここで言うかど

うかは別にしまして、退職手当債の発行

はほぼ間違いなく出てまいるというよう

に思っております。大体、今私が資料等

で持っておる中身で申し上げますと、大

体将来の総人件費の削減を前提条件に、

約１０年間の時限立法で退職手当を認め

るというふうになってくると私自身は思っ

ております。

　ただ、このときもいわゆる私どもの起

債制限比率との関係を整理をしてくれな

いと、退職手当債の発行で、いわゆる起

債制限比率の問題でひっかかってしまう

と、これは問題が出てくると。この辺が

不安定要素でございます。

　今後、いろいろな形の中で、甘く見れ

ば行けるというふうに見られますし、厳

しく見ればなかなかだなと思いますが。

　それでもう一つは、南千里丘言われま

したとおり、今最終の調整的なもので、

これは民間ベースで、私ども買うわけで

はございませんので、最終調整に入って

おると思いますから、晩秋で非常に申し

わけなかったんですが、新年明けには、

来年の話をしたら怒られるかもしれませ

んが、一定の報告は申し上げられると思っ

ています。

　それから、吹田操車場跡地につきまし

ては、私今、５万円というような形で、

８．２ヘクタールで４１億円であります

から、これは私個人として買えないとい

うふうに思っております。５万円では。

文化財の発掘等もございますし、もっと

安価でなければだめだと。これは吹田と

連携をして、一定の方向で行きたい。そ

の額によって私は今の点では８．２ヘク

タールは、森山市長と話をして、これは
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買うべきと思っております。額によって

は、やはり無秩序なまちづくりでは困り

ますので、東西道路なりの道路問題であ

ります。この図面を見ておりましたら、

ここで市がかかわるものというのは、こ

このベースでは、この憩いと安らぎの場

という公園オープンスペース、これやは

り、公園整備、市でやらなきゃならない

のかなと。あとの利便性なり、生活支援

施設、これは十分民間でもできるという

ふうに思っております。そういったこと

で、額によっては市が起債をつけてでも

私は買うべきというふうに、これはやは

り８．２ヘクタールは大きな土地である

と思いますから、額によっては今の時点

では買うべきであろうと。そして一定の

条件をつけて民に売ってもいいのではな

いかというふうに思っております。

　特に、公園面積については、一定の処

理しなければならない。

　それから、将来のクリーンセンター、

処理場ですね、これは吹田とともに、早

晩、相当かかりますが、これはやはり撤

去ということは吹田と私どもの方でこれ

はそういう方向で動いていこうというこ

とも言っておりますので、そういう点で

考えますと、この問題は額によっては買

いたい。また買うべきではないかという

ことで思っております。

　そのときに問題なのは財政問題が横た

わってまいりますので、起債制限比率の

中身を考えた平成１６、１７、１８年の

５２億円、平年ベース、平成２３、２４

年には、大体３０億程度まで下がってく

るというすき間と今後の課題、南千里丘

の起債問題、それから吹操跡地のこの問

題ということの中で、今少し時間をいた

だきまして、財政課と協議する中で、こ

の辺のところの見通しもお示しをできる

だけ早い時期にする中での議論をさせて

いただきたいというふうに思っておりま

す。基本的にはそう思っています。

　それから、千里丘西口について、今、

木村委員おっしゃったように、２人の地

権者の問題がございますので、これはこ

れで１月明けには地権者を集めていただ

いて、１人の地権者のまちづくり案につ

いてご提案されるというふうに聞いてお

ります。そういったことも含めながら、

そう簡単ではないというふうに思ってい

ますが、動きは確実にあると、千里丘ガー

ドが２１年に開く、東西道路が出てくる

ということになってまいりますと、それ

との整合性との問題もありますし、その

辺のところは必ず動きは出てくるなとい

うように思っております。

　これはまだ今後の課題でございまして、

昭和３７年の都市計画決定をどういうふ

うに見るかと、どれぐらいの財政支出が

要るのかというようなことも、まだ不明

でございますが、一応内部では、それを

考えた上で、市としては主体的にどう西

が動くべきだということは検討を指示い

たしておりますし、そういうことの中で、

１月明けには地権者との話し合いも始ま

ると聞いておりますので、それも注視し

ながら進めてまいりたいと考えておりま

す。

○藤浦委員長　木村委員。

○木村委員　基本的に、お金がないから

何もしないということでは、私は余りに

も能がないと思いますし、基本的に市の

財政がこのことに耐えていけるというこ

とであれば、西の再開発にしろ、その吹

操跡地にしろ、南千里丘にしろ、やって

いくべきだと思うんですね。というのは、

吹田市なんかでも、この吹操の開発と同

時進行という形で、岸辺を区画整理手法

で整備をされて、しばらく行かない間に

見違えるようなまちに変貌いたしました。
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そしてまた、吹田市も財政大変厳しい中

で、これ以外にも吹田市の千里丘地域で

またニッセイかどこかの大きな開発を計

画されておると聞いております。

　そういう点では、２１世紀の都市核づ

くり、これからの未来の子どもたちの将

来のために場所をつくっていくというこ

とは、行政の責任として当然やっていく

べきだと思います。ただ、そういう中で、

後々の評価が無計画な計画をやったとい

うような形にならないように、あのとき

やっておいてよかったなというまちづく

りをしていかなければならないと思いま

すし、今、助役さんの方からおっしゃっ

た、５万円で四十数億円という形であれ

ば、これは市の方としてはとてもついて

いけないと。それが仮に２万円、１万円

であれば８億円、１６億円という形の中

でやっていけるという方向性も出てこよ

うかと思いますし、そういう点では、そ

のときには決断をすべきだというふうに

思います。

　西の再開発にしても、すべての権利者

が同意をいただくということは不可能な

面があろうかと思いますけれども、やは

りできるところからやっていくというこ

とも、これは市の財政負担をできるだけ

抑えていく中で、民間の組合方式でどん

どんと進めていってもらうという形であ

れば、我々としてもついていかなければ

ならないと思いますし、そういう点で、

とりわけ吹操の跡地の問題は、やはり覚

書を交わす段階では、相当真剣にしっか

りと交わしておかないと、協定は。例え

ば、先ほど来話が出ていますように、鳥

飼の貨物基地の問題でも、井上信也市長

の４０年代のときの覚書がないがしろに

されて、今日までどんどん中央環状線へ

出してこられたという状況の中で、私は

最終的に当時の議長としては大変越権で

したけれども、相当向こうの責任者にも

言いにくいことを言いまして、覚書とい

うのは単なるあなた方はメモ程度にしか

考えておらへんのと違うかと。やはり覚

書というのは、私は紳士協定だと認識を

しておるし、その点では、茨木側の交差

点の改良できないからということで、先

延ばしにされては困るという形の中で、

とまっていったんですね。今、現実に、

流通の方の道路改良、全く手がついてい

ませんけれども、完全にストップされて

おる。この間も、あそこを走っておりま

すと、ＪＲ貨物のコンテナ車が走ってき

たんですけど、これは言うてみれば、今

まで走ってなかったトラックが走ってき

たということは、約束を守られて走って

おるなということで、後で納得をしなが

ら帰ったのですけど。

　そういう点では、やはり助役の方が、

ここまで譲ってきたというのは、やはり

この吹操の跡地の問題で、十三高槻線は

出さないということの約束が、こんなも

のないがしろにされるやないかというこ

とも私は申し上げました。そこで、やは

り吹操の跡地を進めていこうと思えば、

そのことをちゃんとしておかないと、理

解を求められないということで、向こう

も譲歩してきたと思うんですね。

　そういう点では、やはり交渉事という

のは、相手のペースでやるのではなしに、

やはり自分の土俵に引き込んで交渉なり、

覚書なり、あるいは協定を結んでいくと

いう形で担当者の一段の努力を期待をし

て終わります。

○藤浦委員長　ほかに。柴田委員。

○柴田委員　先ほどから各委員、それぞ

れ質問され、また助役さんなり担当から

十分お答えいただいたのでよくわかりま

した。長い間の懸案事項で、大体１つの

峠を越えかけているのかなという感じは
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します。

　特に摂津市の跡地利用ということで、

きょうは少し土地の面積が増えたという

ような話は聞きましたが、これは緑地を

向こうが持ってくれるという部分もこっ

ちに入れるということなんでしょうか。

８．７ヘクタールですか。我々が通常聞

いておりましたのが８．２ヘクタールと

いうのか、ちょっとその辺、私の聞いて

いることが間違っていたら訂正していた

だいて結構でございます。

　それから、今、価格の問題等も出てま

いりました。過去にこれ８．２ヘクター

ルだけれども、山田川の旧河川、新河川

が両方に流れていると。それはかなり減

額対象というか、面積を減らす対象にな

るので、我々が買収をしなければならな

いというか、８．２ヘクタールではない

と、かなり量が減るのではないかと、こ

ういうようなことも聞いておりましたが、

我々としては１つは価格で当初、吹田市

長の岸田さんがおられたときにコメント

のようなことで、八尾の売買価格なども

参考にされた中で、５万円以上じゃ買え

ないでというような話を出されたという

経過を聞いたことがあります。

　それは先ほどおっしゃったように、こ

ちらがインフラ整備をする方から言えば、

やはりそういう金額は出せないというこ

とから、あの当時の地価で５万円という

ようなことが出た。その後、やっぱりい

ろいろやってみると、埋蔵文化財の調査

にもお金が要るじゃないかとか、いろい

ろなことで、これは限りなくゼロに近い

数字でないとできないなという感じも受

けた経緯の中で今日まで進んできたよう

にも思います。

　私は、先ほどご答弁いただいた民間で

できる部分とどうしても公がやっていか

なきゃならない分、区画整理も入れて。

特にこの東西線の街路、これはやっぱり

１つの骨格としてやっぱり市の方で責任

を持ってやっていかなきゃならないので

はないか。これは単なるここだけじゃな

しに、やはり千里丘ガードの拡幅だとか、

東西南北の流通の問題だとか含めて、必

要な道路として、大きな位置づけになっ

てくるのではないか。こういうときに、

吹田との一体した計画的な開発をしてい

くということで、歩調を合わすというこ

とですが、私らの方でどうしても暗礁に

乗り上げたとき、この計画街路だけをと

りあえず骨格としてやるというような考

え方もあるのかどうか、その辺も含めて

聞かせておいていただきたい。

○藤浦委員長　山本参事。

○山本まちづくり支援課参事　まず、面

積の方でございます。基本協定書を締結

した時点では、測量が行われていません

でしたので、一応その書類上の面積とい

うことで、協定を結んでおります。その

後、昨年度、現地の測量に入りまして、

その測った結果、基本協定の当時よりは

実際に測ってみるともう少し多かったと

いうことだけで、緑地を整備するからそ

の分だけ増えたというわけではございま

せん。

　先ほどもちょっと説明はあったんです

けども、貨物施設をつくるときに、貨物

の線路自体を実際動かします。今、机上

ではこのぐらいの範囲でおさまるだろう

ということになっておりますけども、実

際にその作業に入ったときに、これでは

どうもうまくおさまらないとか、あるい

は予定よりももう少し縮めて貨物線がひ

けるなということがあったりもすると聞

いておりますので、最終的にはもう一度

本当の最終の測量をして、面積は確定し

ていきたいと聞いております。

　先ほど、報告しました面積よりも若干
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増えるか減るか。今の状況のままかとい

うのは実際、現地に入って、要は工事に

入ってから最終の数字を確定すると聞い

ております。

　それから、基盤施設、道路のみの整備

も考えられるかということですね。選択

肢の中では確かにございます。ただ、先

ほども説明しました公園のようなスペー

スが必要だろうと考えておりますので、

それをどうしてもあきらめざるを得ない

ということになれば、最低でも道路だけ

という形にはなると思うのですけれども、

少なくとも道路は必ず市の方で整備する

必要があると考えておりますので、道路

も何もしないというのは恐らくないと考

えております。

○藤浦委員長　柴田委員。

○柴田委員　先ほど木村委員が質問され

たように、私も基本的には助役がご答弁

いただいているように、限りある土地で

これをなくしてしまうとなかなか次とい

うことがないので、最初からそういう鳴

り物入りでえらい交換条件じゃないです

けれども、ＪＲ貨物の方はこっちへ２分

の１持ってくるかわりに、この団地を地

域の開発、将来のために使っていただけ

るというメリットも含めてということで、

我々はのってきた事実もありますので、

財政が許せば、ぜひ我々の方で計画して、

本当のまちづくりをつくってほしいと思っ

ています。

　しかし、最終的にどうにもならないと

いったときには、せめて道路だけでもき

ちっと整理して市の方でやっておいて、

その後、また次の話に入ってもらうとい

うような二段構えも要るのかなと思って

少しお尋ねしたので、そういうこともあ

り得るかということを。あと、単価のこ

とだとか、先ほど、山田川の河川敷の部

分は要るのではないかとか、過去にそう

いう議論もありましたから、その辺もお

尋ねしたのですが、それはご答弁も結構

ですので、ともかくここまで来ておりま

すので、いろいろと市の今後のすべての

まちづくりの中の必要性を考えていただ

いて、我々に納得できるような方向で取

り組みをしていただきたいということだ

けお願いしておきます。

○藤浦委員長　ほかにどなたかございま

せんでしょうか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○藤浦委員長　ないようですので、これ

をもって本委員会を閉会させていただき

ます。

（午前１１時３３分　閉会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

駅前等再開発特別委員会

委員長　　　藤　浦　雅　彦

駅前等再開発特別委員会

委　員　　　　柴　田　繁　勝
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